


　日本国政府は、スリランカ民主社会主義共和国北・東部緊急支援を実施することを検討すべく、

国際協力事業団がこの調査を実施することとしました。

　当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成15年２月16日

から同月27日までの12日間にわたり、国際協力事業団社会開発調査部社会開発調査第一課課長

代理 梅永 哲 を団長とする予備調査団を現地に派遣しました。

　調査団は本格調査に係るニーズを把握するとともに、同国政府の意向を聴取し、かつ現地調査

の結果を踏まえ、引き続き実施を予定している本格調査に資するために、今回の調査結果を取り

まとめたものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成 15 年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団

序　　　　　文
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第１章　予備調査の概要

１－１　要請の背景、調査目的

（1）スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）では、多数派シンハラ人

（全人口の 74％）と少数派タミル人（18％）の対立が最大の懸案事項となっている。タミル

人組織「タミル・イーラム解放の虎（LTTE）」はシンハラ人優遇政策に反発し、約 20 年も

の間、北部・東部州分離独立を目的として政府軍と戦闘を繰り広げ、非合法活動、テロを繰

り返し実施してきた。

（2）2001 年 12 月の総選挙において、テロに対し強行路線をとってきた人民連合政権（PA）に

代わり、LTTE との和平路線を強調してきた統一国民党政権（UNP）が発足したことを契機

として、ノルウェー政府の仲介が奏功し、2002 年２月には双方が無期限停戦に合意した。

（3）しかし、長期間の内戦により、タミル人が多く居住する北・東部は荒廃し、またスリラン

カ政府からの開発予算も小規模であったため、開発が他地域と比較し著しく遅れ、さらに、

多数の難民、国内避難民（IDPs）が発生し、住民は劣悪な環境の下で生活している。このた

めスリランカ政府は、主要ドナー国や国際機関に対し、北・東部の復興・開発支援について

協力を求めた。

（4）日本国政府は 明石 康 元国連事務次長を本件に係る政府代表として任命するなど、積極的

な関与の姿勢を打ち出した。また、かかる協力要請を踏まえ、JICA は 2002 年 10 月に「北

部・東部州復興開発支援プロジェクト形成調査」を実施し、当該地域におけるニーズ確認と

短期的即効案件の形成、及び中・長期的な協力の方向性の検討、具体的案件の発掘を行っ

た。

（5）以上より、緊急支援調査のニーズを確認するとともに、最も緊急的にリハビリが必要な施

設を選定すべく、2003 年２月、緊急支援調査に係る予備調査を実施した。
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１－２　団員構成及び日程

１－２－１　団員構成

１－２－２　調査日程

担　当 氏　名 所　　　属

総　　括 梅永　　哲 国際協力事業団　社会開発調査部　社会開発調査第一課　課長代理

開発政策 松本　高次郎 外務省　経済協力局　開発協力課　課長補佐

開発計画 赤松　志朗 国際協力事業団　国際総合研修所　国際協力専門員

調査企画 三條　明仁 国際協力事業団　社会開発調査部　社会開発調査第一課

月日（曜）

２月16日（日）

２月17日（月）

２月18日（火）

２月19日（水）

２月20日（木）

２月21日（金）

２月22日（土）

２月23日（日）

２月24日（月）

２月25日（火）

２月26日（水）

行　　　程

コロンボ（Colombo）着

JICAスリランカ事務所、対外援助調整局（ERD）、国連難民高等弁務官事

務所（UNHCR）、アジア開発銀行（ADB）、在スリランカ日本国大使館

国家開発計画局（NPPD）、首相府和平事務局（SCOPP）、復興・再定住・

避難民問題省（3R省）、東部州開発省、ヴァンニ地域復興支援省

コロンボ→ジャフナ（Jaffna）（空路）、ジャフナ県Government Agent（GA）、

ジャフナ大学、Gurunagara 漁港、ジャフナ県病院〔チャワカチェリ

（Chavakachcheri）〕、Tamils Rehabilitation Organization（TRO）、北部・東部

州灌漑関係者（LTTE Guest House）

UNHCRキリノッチ（Kilinochchi）事務所、開発援助問題小委員会（SIHRN）

事務局、Central College（含小学校）視察、女性社会復帰センター、県病

院（暫定）、州保健局次長／県病院（予定地）、キリノッチ県GA

避難民再定住促進プログラム、職業訓練センター、ため池 （以上

Santhapuram地区）、キリノッチ→マラヴィ（Mallavi）、県病院、UNHCR

マラヴィ事務所、マラヴィ→Vavuniya→Anuradhapura

Anuradhapura→トリンコマレー（Trincomalee）、トリンコマレー県関係者、

避難民再定住促進プログラム（Thiriyai地区）、Neelappanikankulam灌漑施

設、トリンコマレー→ニラベリ（Nillaveli）

ニラベリ→トリンコマレー→Polonnarauwa

Polonnarauwa→バティカロア（Batticaloa）、バティカロア県GA、海洋技

術訓練所、避難民再定住促進プログラム（Kannankuda地区）、バティカロ

ア→Pottuvil

Pottuvil →コロンボ、JICAスリランカ事務所報告

在スリランカ日本国大使館報告、ADB報告、ERD

日順

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11
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１－３　主要面会者一覧

（1）対外援助調整局（External Resources Department：ERD）

Sujatha Cooray Director General

Asoka  Fernando Act. Director (Japan Division)

表　伸一郎 Project Coordination & Implementation Support

（2）首相府和平事務局

　　（Secretariat for Co-ordinating the Peace Process, Prime Minister's Office：SCOPP）

Dr. John Gooneratne Director (Research)

P. Maddungoda Co-ordinator

（3）復興・再定住・避難民問題省（Ministry of Rehabilitation, Resettlement & Refugees：3R 省）

Dr. Jayalath Jayawardena Minister

D.S. Edirisinghe Additional Secretary

（4）東部開発・モスレム問題省（Ministry of Eastern Development and Muslim Religious Affairs）

A. C. M. razik Additional Secretary

Sunil Kannangara Director (Development)

（5）ヴァンニ地域復興支援省（Ministry of Assisting Vanni Rehabilitation）

Noordeen Mashoor Minister

R. Tharmakulasingam Secretary

K. M. M. Sheriff Private Secretary cum Consultant

（6）Tamils Rehabilitation Organization：TRO

Lawrence Christy Director, Planning Division

Chandru Para-rajasingham Programme Officer

（7）Economic Consultancy House

M. Sundramoorthy Director

（8）キリノッチ Government Agent（GA）

T. Rasanagam Government Agent
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（9）ジャフナ Government Agent（GA）

C. Pathmanathan Government Agent

（10）開発援助問題小委員会（SIHRN）

M. S. Ireneuss (Selvin) Director

　（11）国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

Wallaya Pura Deputy Representative & Co-ordinator of Operations

Kazuhiro Kaneko Head of Satellite Office - Kilinochchi

Roland Schilling Senior Programme Officer

　（12）アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）

John R. Cooney Country Director

　（13）在スリランカ日本国大使館

大塚　清一郎 特命全権大使

遠藤　和己 一等書記官

井関　法子 一等書記官

　（14）JICAスリランカ事務所

杉原　敏雄 所　長

荒津　有紀 次　長

石黒　実弥 所　員

１－４　調査の方針

　対スリランカ緊急支援調査として、次の調査の枠組みで実施する方針とする。

　

Ⅰ．　 第１次緊急リハビリ事業　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　短期リハビリ計画　

Ⅱ．　　緊急支援調査（本格）　　　　　　第２次緊急リハビリ事業

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　中期復興・開発計画

※ⅠとⅡを総称して「緊急支援調査」、Ⅱについては「緊急支援調査（本格）」（あるいは単に「本格調査」）として区別する。
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（1）第１次緊急リハビリ事業

　緊急支援調査に先行して補完的に実施される第１次緊急リハビリ事業の選定を行う。事業

選定の方針としては、

①　LTTE 支配地域の拠点である北部のキリノッチ（政治本部）で実施する。

②　事業規模に見合うもの

③　早期に完工可能な施工性を有したものとし、和平の配当を早期に目に見えて感じられ

るもの（地域のシンボル的な施設の改修等）

（2）短期リハビリ計画方針の確定

・プロジェクト形成調査（2002 年 10 月）において、農業、保健、給水、草の根協力の分野

に関し、案件形成がなされているため、短期リハビリ計画では、それ以外の分野（教育、

インフラ等）を中心に案件形成を行う。ただし、

①　タミル側から JICAに提出されている要請案件リストが教育、インフラ以外の農林

水産業、保健等にも及んでいること

②　プロジェクト形成調査実施から事情が変化していること

③　プロジェクト形成調査は LTTE支配地域を中心に実施されていないこと

を踏まえ、プロジェクト形成対象分野においても案件形成を実施することとする。

・世界銀行／ ADB ／国際協力銀行（JBIC）等が合同で、北・東部復興支援に係る「ニーズ

アセスメント調査」を実施している（2003 年）ことから、かかる情報を入手し、最終調査

結果の方向性、精度を確認する。特に、同調査で取りまとめられるセクターレビューは最

新事情を反映しているものであるため、入手のうえ、基礎資料として取り扱うものとする。

・当該計画による案件形成は無償資金協力（一般、ノン・プロジェクト、草の根など）によ

る事業化を想定したものに限ることとする。したがって、「ニーズアセスメント調査」や

JICA プロジェクト形成調査等により、既にある程度策定済みで無償実施案件として有望

なものについては、実現可能な内容（事業規模、事業形態、事業内容）に修正を加えるも

のとする。

（3）第２次緊急リハビリ事業

・短期リハビリ計画のなかで、特に緊急にリハビリする必要がある事業を選定し、第２次緊

急リハビリ事業として実施する。

・当該リハビリ事業の候補案件の選定にあたっては、

①　和平の配当を視覚的に感じられるもの（地域のシンボル的な施設改修等）

②　地域バランス（北部と東部）を考慮し、少なくとも１件は東部より選定するものと
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する。

③　現地雇用に配慮する。

（4）中期復興・開発計画

・ 北・東部開発を中心に据えた中期復興・開発計画の必要性を先方に確認し、策定支援の準

備があることを説明する。

①　これまで独立した地域であった北・東部と残りの地域との経済的・社会的統合によ

る復興・開発計画を策定する。特に内戦で開発の遅れた北・東部の中・長期的な復興

及び開発を主たる目標とする。

②　計画の目標は、北・東部と残りの地域との経済格差の解消と、それによってもたら

される和平の安定にある。

・ JBICが中・長期的な事業展開を想定し、当該コンポーネントに係る業務指示書（ToR）を

作成中であることから、JBIC とも連携して計画を策定するものとする。

（5）実施体制の確認

1） 先方実施体制

　先方の実施体制を以下の表のとおり想定し、十分な確認を行う。

　特に、SIHRNがカウンターパート（C／P）機関としてふさわしいか否かは議論があり、

GA（Government Agent）等をC／P機関とすることも視野に入れて確認することとする。

　また、SIHRN の主要メンバーは本部キリノッチに常駐していないため、day- to-day

operation を担保する先方実施体制を確認する。

2） 調査団執務環境

　本格調査団の拠点は、LTTE政治本部があり、C／ P機関である SIHRN事務局が設置さ

れているキリノッチに置くことを想定し、生活・執務環境（執務室、宿泊施設、通信施設

など）について調査を行う。

SIHRN NPPD ERD 本格調査団

短期リハビリ計画 ◎ － △ Team 1

緊急リハビリ事業 ◎ － △ Team 2

中期復興・開発計画 ○ ◎ △ Team 3

◎：メインC／P　　○：サブC／P　　△：補佐
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（6）その他

1） UNHCRとの連携

　コロンボにおいてUNHCRと打ち合わせし、本調査における連携の可能性について協議

する。想定される連携内容としては、

・ UNHCR活動エリアにおける緊急リハビリ事業の実施

　例：定住促進プログラム（UNHCR）＋女性センター改修（JICA）

・ 短期リハビリ計画共同策定

　例：北部・東部州全８県のうち、ムラティブ（Mullattivu）県を UNCHRに業務委託

・ 短期リハビリ計画のUNHCRのQuick Project による実施

2）  S／W締結

　以上を取りまとめ、予備調査に係るミニッツを締結する。その際、実施細則（S／W）

案を添付することとし、予備調査団帰国後、別途指示がありしだい、JICAスリランカ事務

所長と先方関係者の間で S ／ W を締結することとする。
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第２章　協議／現地調査の概要

２－１　先方実施体制について

　本格調査３本柱のうちの短期リハビリ計画と緊急リハビリ事業のニーズを取りまとめる機関は

開発援助問題小委員会（SIHRN）あるいは各District（県）であるが、SIHRNには legal entity の

問題があるため、またDistrict は北・東部併せて全部で８県にも及ぶため、公式なC／ P機関と

しては位置づけることが実質上困難であることが判明した。

　したがって、対外援助調整局（ERD）や首相府和平事務局（SCOPP）とも協議のうえ、公式な

機関として北・東部開発を所掌している次の３省を実施機関とすることで確認した。

　①　復興・再定住・避難民問題省（3R 省）

　②　東部開発・モスレム問題省

　③　ヴァンニ地域復興支援省

　これら３省の役割分担が明確になっておらず、多少重複が散見されるが、首相府リハビリ・復

興・再定住問題事務局（Prime Minister’s Office, Secretariat, Rehabilitation, Reconstruction,

Resettlement）の傘下にあるのが上記３省であるため、SCOPPが公的なC／P機関となり得ない

状況では、この３省が最適だと考えられる。

　また、中期復興・開発計画については、当初予定していた国家開発計画局（NPPD）の役割は

ほぼ終了している（後述）ことから、本件についても上記３省をC／Pとすることが望ましいと

判断した。なお、SCOPPより、SIHRNの所掌範囲は緊急ニーズに係るものであることから、中

期復興・開発計画も調査スコープに含めることによって、SIHRNの権限拡大と誤認させないよう

要請があった。

　以上 SIHRN の協力姿勢について、Mr. M. S. Ireneuss SIHRN 事務局長に確認したところ、手

続き面でのフォーマリティにはこだわらないので、SIHRNのニーズを基に調査及び事業を展開し

てもらえるのであれば、協力は惜しまないとの返答があった。

２－２　短期リハビリ計画

　当該調査における短期リハビリ計画について、マルチグループ（アジア開発銀行：ADB、 世界

銀行、 国連難民高等弁務官事務所：UNHCR、 国連児童基金：UNICEF、国際労働機関： ILO、国

連食糧農業機関：FAO等）による「ニーズアセスメント調査」と整合性を図る必要があるとの指

摘をERDやマルチグループを代表してADBから受けた。これに対して、当方より、短期リハビ

リ計画策定は、現在進められている「ニーズアセスメント調査」を決してないがしろにするもの

ではなく、むしろ同調査の結果を尊重したい意向を有していることを伝えた。短期リハビリ計画

は、あくまでも日本の無償資金協力（緊急、草の根、一般など）による実施を念頭に置いて策定
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するもので、妥当性や規模、分野等の観点から合致するものであれば、「ニーズアセスメント調

査」で提案されている案件を更に調査する予定はない。しかし逆に合致しないもので先方にニー

ズがある案件については、補足的に調査することを考えていると伝えた。

　短期リハビリ計画の重点分野については、サイト調査の結果、プロジェクト形成調査（2002年

10月）において対象にした農業、保健、給水、草の根協力の分野についてもより深く掘り下げて

実施する必要があることが判明した。

２－３　第 1次緊急リハビリ事業

　第１次緊急リハビリ事業を選定すべく、北部州及び東部州において様々な候補案件を視察した。

その結果、北部州キリノッチ県にあるキリノッチ県病院のリハビリが最もニーズのある事業であ

ると判断した。

　キリノッチ県病院は北部州を縦貫するA9 道路沿いに位置し、10 年ほど前に破壊されたあと、

放置されていた。しかし、近年避難民がキリノッチに戻ってきたのを受け、仮設の県病院（外来

病棟）を数百ｍほど離れたA9道路沿いに構えているが、帰還民が増えるにつれ、多数の患者と

多様な治療に対応できない状況に追いやられている。この仮設県病院の敷地に、1,000 以上の病

床を有するTeaching Hospital or Base Hospital の建設（約5,300万スリランカルピー）をADBの

NECORDプロジェクトNorth East Community Restration and Development Project、総額 12 億ス

リランカルピー）に要請しているが、現地関係者の言うところでは目処は立っていない。そこで、

もともと県病院があった所に、県病院の機能を有した医療施設の建設を計画している。具体的に

は、①男性 ②女性 ③妊婦 ④子供の４病棟（各棟24ベッド）及び医者６人分の世帯用職員住宅

である。参考までに、現在同敷地内には、事務管理棟（政府資金により建設中で一部完成）、予

防科施設（基礎工事中）、外来病棟（改修中）の配置が予定されている。

　また、NECORDプロジェクトによるTeaching Hospital or Base Hospitalとの重複の可能性につ

いて聞いたところ、仮に重複があったとしても、数年先の話であり、当該リハビリ事業のニーズ

は依然として高いことと、４病棟はマラリア科施設にする等の用途変更はあるとの説明を受けた。

今次緊急リハビリ事業でどこまでカバーできるかは、今後の調査結果を受けて決めることとした。

　このほかにも、緊急リハビリ事業として、候補になり得る案件をいくつか視察した。概要は次

のとおり。

（1）チャワカチェリ県病院（ジャフナ県）

　A9 道路沿いに位置する病院で、2000 年５月に破壊された。以前は 134 病床を有し、５人

の医者が常勤していたが、現在は40病床に２人の医者、５人の看護師で対応している状況。

１日当たり 20 人の外来患者があり、月に 15 件の出産を取り扱っている。
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（2）マラヴィ Peripheral Unit（ムラティブ県）

　UN（国連連合）コンパウンドがあるマラヴィ村にあり、内戦時の破壊から免れた施設で、

一時避難民が押し寄せ、十分な医療サービスが提供できない状況にあり、国境なき医師団

（MSF）の医師が派遣され、対応していた。しかし、避難民が帰還し始めたことにより、往

時の混雑状態は解消され、MSF医師も間もなく撤退する予定とのこと。視察時には多くの空

きベッドが散見された。

（3）Central College（キリノッチ県）

　A9 道路沿いに位置する。Grade1 から Grade13 まで全生徒数約 1,600 人の学校で、壁に弾

痕の跡が至る所にあり、また２階部分の屋根や窓枠が落ちるなど損傷がひどく、使用されて

いない１階部分と仮設のかやぶき屋根の教室や青空教室でしのいでいる。NECORDで取りあ

えず３教室分の施設を建設中。

　以上より、キリノッチ県病院を第１次緊急リハビリ事業として選定した理由は次のとおり。

（1）マラヴィやジャフナ近郊の医療施設を検討したが、前者は避難民が帰還し、緊急期を過ぎ

ていること、後者は General Hospital があるジャフナ市に近いため、医療サービスのアクセ

スは比較的良いこと、などから優先順位は低いと判断したため。

（2）キリノッチ県人口 12 万人（2000 年）に裨益する県病院に位置づけられるため、非常に重

要な医療施設であること。現状では県レベルでの医療サービスを受ける場合には、ジャフナ

か Vavuniya に行く必要があるが、患者を悪路で搬送することは困難であり、事実上診療を

受ける機会が閉ざされてしまっている。

２－４　第 2次緊急リハビリ事業

　東部で少なくとも１件という方針で調査に臨んだが、サイト調査の結果、破壊の程度が北部に

比べて少なく、候補案件は少ないと考えられる。

　ニーズは北部中心にあり、例えば上記のCentral Collegeの改修や、キリノッチ県病院で第１次

緊急リハビリ事業でカバーできない部分の実施などが現在のところ考えられる。

　また、NECORDを実施しているADBより、JICAが実施する事業は一般的にいってADBのプ

ロジェクトコストより高いので、緊急リハビリ事業を始めるにあたって、プロジェクトコストを

押し上げないよう留意してほしい旨依頼があった。諸々の単価については、NECORDで取りまと

められている積算資料を基に考慮する旨、回答した。
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２－５　中期復興・開発計画

　中期復興・開発計画についてNPPDと協議した結果、既に「National Physical Planning Policy」

（４分冊）が NPPD により作成済みで、現在閣議による承認待ちの状況であることが分かった。

「National Physical Planning Policy」は 2030 年を目標年次とする長期全国総合開発指針で、これ

までにセクター／地域ごとに策定されてきた将来政策を統合し、主に経済的及び社会的な側面か

ら取りまとめることを目的に作成された。また、同Policyは北・東部における和平が実現される

ことを前提に、様々なセクターについて策定されている。ちなみに、策定にあたっては20省以上

の大臣から成る委員会を通じて検討がなされている。しかしながら、同Policyは、いわばグラン

ドデザインを描いた段階にとどまっているため、NPPD も個々のセクター及び地域ごとのマス

タープランは必要であると考えており、今次提案の北・東部における中期復興・開発計画は正に

時宜を得た調査であることを確認した。

　また、SCOPPより、中期復興・開発計画は中期的なものであるため、緊急援助を取り扱うSIHRN

の所掌範囲外であり、本件に関するSIHRNのかかわりについては、権限の拡大と見なされないよ

う留意する必要がある、とのコメントがあった。

２－６　UNHCRとの連携

　当該調査（緊急リハビリ事業）との連携について、UNHCR より改めて歓迎の意が示され、

UNHCRとして連携の可能性のある地域と分野を記したリストの提出があった。北・東部支援で

いえば、UNHCRもニーズアセスメントに参加しており、「Resettlement & Protection」分野を担

当している。UNHCRの最大の目的はResettlement であり、ニーズのあるものから順次実施して

いきたいとの考えを有している。

　また、UNHCRキリノッチ支所長によれば、ひとつの連携のあり方として、JICAが実施する緊

急リハビリ事業を受けて、UNHCR（が委託するNGO）がモニタリング活動を行い、報告書を提

出するという方法の提案があった。UNHCR はかかる報告書作成費のみで十分とのことである。

既に、世界銀行のプロジェクトで同様の実績があり、それに係るミニッツも締結しているとのこ

とであった。

２－７　調査団執務環境

　緊急リハビリ事業の実施にあたっての利便性などを考慮すると、キリノッチ及び東部州に前線

基地を置くことは必要であると判断される。しかしながら、インフラ整備状況が以下の①～⑤の

ように相当に貧弱であることから、当初想定していた調査団基地をキリノッチに置いた場合、か

なりの不便を強いられることが想定される。

①　事務所：十分な施設を確保するのは困難。
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②　宿泊施設：外国人向けの宿泊施設は極めて乏しい。

③　通信事情：電話回線が極めて少なく、国内携帯電話サービスエリア外。

④　医療施設：キリノッチにはほとんど期待できない。ジャフナあるいはVavuniya（それぞれ

車で２～３時間程度）に中規模以下程度の General Hospital がある。

⑤　物資調達（生活用品、事務用品）～コロンボで調達するのが望ましい。

　したがって、キリノッチから60km南下した政府支配地域のVavuniyaのあたりに調査団基地を

設け、ここを起点に東部と北部を動き回るようにするのが効率的と考えられる。Vavuniyaについ

ては以下のとおり。

①　事務所：民家借り上げにより可。既にいくつかの援助関係機関や業者が借り上げている。

②　宿泊施設：一般に乏しく、事務所と兼用しているのが一般的。

③　通信事情：国内携帯電話サービスエリア内、IDD も可能。

④　医療施設：市内に中規模以下程度の General Hospital がある。

⑤　物資調達（生活用品、事務用品）：最低限のものはそろえられる。

２－８　調査実施の是非

　当該本格調査及び第１次リハビリ事業開始にあたって、上述のとおり確認した先方関連機関と

付属資料１．の協議議事録〔含む実施細則（S／W）案〕により、署名のうえ、合意を取り付け

ようとしたが、対外援助調整局（ERD）のMs. Sujatha Cooray局長並びに在スリランカ日本国大

使館より次のとおりコメントがあった。

（ERD）

　北・東部支援の実施意義については理解するが、調査内容から ①復興・再定住・避難民問題

省、②東部開発・モスレム問題省、③ヴァンニ地域復興支援省の３省が適切か否か、議論がス

リランカ側で出ている。また、第１次緊急リハビリ事業の実施についても、予備調査団が選定

したキリノッチ県病院の改修が、現地の緊急ニーズと現在マルチグループが実施しているニー

ズアセスメントとの関係から、適切か否かも議論がある。この件について、政府内で調整する

ためには時間を要するであろう。

（日本大使館）

　北・東部支援の実施意義については理解するが、昨今の和平交渉、及びスリランカ国内での

世論の動向を慎重に勘案して対応すべきである。政治的意味合いが強いキリノッチで軍事目的

に資すると考えられる病院の改修を実施する緊急リハビリ事業については、厳に慎むべきであ

ると考える。また、本格調査団がタミル・イラーム解放の虎（LTTE）支配地域で大規模な調査

を実施するということも、緊急リハビリ事業同様のプレゼンスを示すことになるので、和平の
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進捗状況を踏まえて、実施の是非を検討すべきである。

　以上より、調査団は第１次緊急リハビリ事業及び本格調査を開始するには、外務省並びに日本

国大使館、さらに現地政府内など高次なレベルでの調整を要し、時期尚早であると判断したため、

署名をせずに帰国することとした。
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第３章　本格調査への提言

３－１　調査の基本方針

３－１－１　調査の枠組み

　予備調査の結果を踏まえ、当初の対処方針で提示した調査の枠組みに対して、以下のとおり

とする。

　基本的にはⅠ．とⅡ．の２本立てとするも、スリランカ側から懸念のあった中期復興・開発

計画については、当該調査のしかるべき受入体制などを踏まえ、別途切り離してⅢ．本格調査

として実施することも想定する。

３－１－２　調査の目的

（1）短期リハビリ計画策定

　長引く内戦で破壊・疲弊した北・東部地域において、停戦合意に基づく「和平の配当」

としての日本政府の協力による具体的な案件の形成を行い、短期リハビリ計画として取り

まとめる。

（2）緊急リハビリ事業

　最も緊急的に必要とされる案件について、緊急リハビリ事業として施設・建築物等の機

能回復を行う。

（3）中期復興・開発計画策定

　長引く内戦で独立した地域であった北・東部とコロンボ等を中心とする残りの地域との

経済的統合を図り、地域間格差を解消することにより、速やかな復興を遂げるとともに、

更には開発に向けた中・長期的な計画を策定する。

Ⅰ．　 第１次緊急リハビリ事業　　（キリノッチ県病院改修事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　短期リハビリ計画　

Ⅱ．　　緊急支援調査（本格）　　　　　　第２次緊急リハビリ事業

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　中期復興・開発計画

　　　　　　　　　　　　　　（Ⅲ． 本格調査　　）
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３－２　調査対象範囲

　「ニーズアセスメント調査」対象地域と同じ北部州全５県（ジャフナ、キリノッチ、ムラティ

ブ、Mannar、Vavuniya）及び東部州全３県（トリンコマレー、バティカロア、Ampara）並びに

両州近隣４県（Puttalam、Polonnaruwa、Anuradhapura、Monaragala）とする。（ただし、現地踏

査については、一部「渡航見合わせ」地域も含まれるので、JICAと事前協議のうえ、決定する。）

３－３　調査の内容

３－３－１　第１次緊急リハビリ事業

（1）事業実施方針の作成

　予備調査結果を踏まえ、事業実施方針案を作成する。スリランカ関係者らに同案を説明

し、先方と協議を行い、コメントを踏まえ完成する。

（2）現地踏査

　事業実施方針で確認された緊急リハビリ事業対象施設／建築物について、改修設計に必

要な情報を収集するため、現況調査を行う。

（3）基礎情報収集

　緊急リハビリ事業対象施設／建築物について、入札図書作成に必要な情報を収集するた

め、現地設計基準や当該緊急リハビリ事業を実施し得る施工業者の有無等について調査を

行う。

（4）設計／施工計画

　（3）と（4）の情報を踏まえ、最適な施設／建築設計、及び効率的で現実的な施工計画を

策定する。なお、既に「ニーズアセスメント調査」に基づいて北・東部で他ドナー等によ

り実施された緊急リハビリ事業の設計精度及び施工実績を十分参考にする。

（5）積　算

　（4）の結果に基づき積算を行う。ただし、既に「ニーズアセスメント調査」に基づいて

北・東部で他ドナー等により実施された緊急リハビリ事業の実績単価を十分参考にする。

（6）現地再委託契約

　現地再委託契約により、緊急リハビリ事業を実施する。

①　現地で一般的な方法により、公正な手続きによる公示を行う。
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②　事前準備に基づき、入札図書を作成し、公正な手続きにより入札を執り行う。

③　②の入札結果に対して評価を行う。

④　③の評価結果に基づき、契約を行う。

（7）施工監理

　現地再委託した業者の施工進捗状況について適切に把握し、契約期限内に終了するよう

監理する。

（8）業務実施報告書の作成

　緊急リハビリ事業に係る事業実施報告書を作成する。

３－３－２　短期リハビリ計画

（1）既存報告書、資料等の収集及びレビュー

　本件に関連する各種情報を収集、整理し、本調査の実施方針、方法、工程について検討

し、業務実施計画書を作成する。

　特にアジア開発銀行（ADB）や世界銀行などのマルチドナーが協同で策定した「ニーズ

アセスメント調査（2003 年）」は、短期リハビリ計画の基礎となる報告書であるため、そ

の調査結果について十分精査する。

（2）「ニーズアセスメント調査」のレビュー

　ADBや世界銀行などのマルチドナーが協同で策定した「ニーズアセスメント調査（2003年）」

に基づき、次の①～⑥の分野について、日本の協力形態に合致するよう案件形成を図る。

①　再定住促進　　②　保　健　　③　教　育　　④　社会基盤（道路・交通）　

⑤　水供給　　　　⑥　農林水産業／社会基盤（灌漑）

　その際、「ニーズアセスメント調査」結果の最新の実施状況、及び実施見込みについて、

スリランカ側関連機関をはじめ、現地で活動している他ドナー、NGO等との協議、更には

現地踏査を通じて確認する。

　また、同調査で網羅されていない案件についても、緊急性や妥当性等が認められるなら

ば、別途案件形成を行う。

（3）短期リハビリ計画の策定

　以上より、スリランカ側とも協議を行い、短期リハビリ計画として取りまとめる。
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３－３－３　第２次緊急リハビリ事業

（1）緊急リハビリ事業候補案件の選定

　短期リハビリ計画（案）に基づき、緊急性、妥当性等の観点から、緊急リハビリ事業候

補案件を複数選定し、各候補案件の概要（妥当性、裨益効果）、実施上の長所や短所等につ

いて整理する。

（2）事業実施方針の作成

　前項を踏まえ、事業実施方針案を作成する。スリランカ関係者らに同案を説明し、先

方と協議を行い、コメントを踏まえ完成する。

（3）現地踏査

　事業実施方針で確認された緊急リハビリ事業対象施設／建築物について、改修設計に必

要な情報を収集するため、現況調査を行う。

（4）基礎情報収集

　緊急リハビリ事業対象施設／建築物について、入札図書作成に必要な情報を収集するた

め、現地設計基準や当該緊急リハビリ事業を実施し得る施工業者の有無等について調査を

行う。

（5）設計／施工計画

　（3）と（4）の情報を踏まえ、最適な施設／建築設計、及び効率的で現実的な施工計画を

策定する。なお、既に「ニーズアセスメント調査」に基づいて北・東部で他ドナー等によ

り実施された緊急リハビリ事業の設計精度及び施工実績を十分参考にする。

（6）積　算

　（5）の結果に基づき積算を行う。ただし、既に「ニーズアセスメント調査」に基づいて

北・東部で他ドナー等により実施された緊急リハビリ事業の実績単価を十分参考にする。

（7）現地再委託契約

　現地再委託契約により、緊急リハビリ事業を実施する。

①　現地で一般的な方法により、公正な手続による公示を行う。

②　事前準備に基づき、入札図書を作成し、公正な手続きにより入札を執り行う。

③　②の入札結果に対して評価を行う。
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④　③の評価結果に基づき、契約を行う。

（8）施工監理

　現地再委託した業者の施工進捗状況について適切に把握し、契約期限内に終了するよう

監理する。

（9）業務実施報告書の作成

　緊急リハビリ事業に係る事業実施報告書を作成する。

３－３－４　中期復興・開発計画

（1）基礎資料及び対象地域を含む既存開発計画等の分析

　これまで、政府の開発計画から基本的に分離して取り扱われていた北・東部について、

開発計画策定に関する基礎資料及び既存計画等を収集し、分析を行う。

（2）現状把握及び現状分析

　（1）に加えて、北・東部において現地踏査を行い、現状の把握及び分析を補完的に実施

する。

（3）既存復興・開発政策／計画の進捗度・有効性に係る分析

　中期復興・開発計画は、北・東部地域を計画策定の主対象とするも、和平達成後におけ

るスリランカ全土の経済及び社会統合による成長シナリオであることから、北・東部地域

以外の残りの地域についても係る政策及び計画について分析を行う。

（4）復興・開発ポテンシャル及び制約要因の把握

　成長シナリオを策定するに先立って、復興・開発におけるポテンシャルを把握するとと

もに、制約要因についても整理する。

（5）復興・開発戦略の策定（計画フレーム、成長シナリオ）

　スリランカ全土を対象とするも北・東部についての考察が少ない、国家開発計画局

（NPPD）作成「National Physical Planning Policy」（政府内承認中）をベースに、（1）～

（4）の調査結果を加味して、復興・開発戦略を策定する。

　その際、NPPD で用いられているセクター別、あるいはイシュー別に、同戦略を策定す

る。想定される分類は次のとおりである。
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①　教　育　　　　　　　　②　保　健　　　　　　③　道路・運輸交通

④　農林水産業　　　　　　⑤　鉱工業　　　　　　⑥　観　光

⑦　環境保全

　成長シナリオ実現のためのアプローチとして、NPPD で提案されている「拠点都市開

発」手法を継承し、地域別に具現化する。

（6）段階的事業実施計画

　成長シナリオに基づいた、段階的事業実施計画を策定する。その際、本格和平達成後の

北・東部とその他地域との社会的及び経済的統合がなされることを前提とし、流通・貿易

等の統合効果を加味して段階的事業実施計画を策定する。

（7）概算事業費算定

　中期復興・開発計画実施に係る概算事業費の算定を行う。

（8）実施体制に係る組織・制度・財源面での検討及び提言

　中期復興・開発計画実施に係る実施体制（組織・制度・財源面）について、調査期間中

を通じて、能力向上に係る技術移転を行う。

（9）環境保全

　中期復興・開発計画策定にあたっては、環境保全に十分配慮する。

　（10）セミナー開催

　中期復興・開発計画に対する国家事前承認のための関連省庁・機関参加のセミナーを開

催する。

３－４　調査期間と要員構成

３－４－１　調査期間

Ⅰ．第１次緊急リハビリ事業：約７か月程度

Ⅱ．緊急支援調査（本格）：約９か月程度

　　〔約２か月（短期リハビリ計画）＋約７か月（第２次緊急リハビリ事業）〕

Ⅲ．中期復興・開発計画：約 12 か月程度
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３－４－２　要員構成

Ⅰ．第１次緊急リハビリ事業

①　総括／施設計画・設計１ ②　施設計画・設計２

③　施設計画・設計 ３ ④　施工監理

Ⅱ．緊急支援調査（本格）

①　総括／リハビリ計画

【短期リハビリ計画策定グループ】

②　再定住促進　　　　　　　③　保　健　　　④　教　育

⑤　社会基盤（道路・交通）　⑥　水供給　　

⑦　農林水産業／社会基盤（灌漑）

【緊急リハビリ事業実施グループ】

⑧　施設計画／設計　　⑨　建築計画／設計　　⑩　積算・調達計画

⑪　施工監理１　　　　⑫　施工監理２

Ⅲ．中期復興・開発計画

①　総括／地域総合開発　　　　②　経済システム統合　　　

③　拠点都市開発　　　　　　　④　流通・貿易

⑤　教　育　　　　　　　　　　⑥　保　健

⑦　道路・運輸交通　　　　　　⑧　農林水産業　

⑨　鉱工業　　　　　　　　　　⑩　観　光

⑪　環境保全　　　　　　　　　⑫　行政組織・能力
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第４章　本格調査実施上の留意点

４－１　本格調査実施上の留意点について

（1）短期リハビリ計画

　短期リハビリ計画における緊急ニーズの把握に関しては、的確な情報を基に形成される必要

があるが、既にアジア開発銀行（ADB）をはじめとするマルチドナーグループによる「ニーズ

アセスメント調査」やスリランカ側自身〔政府側及びタミル・イラーム解放の虎（LTTE）側〕

のニーズ調査が実施され、あるいは実施中である。これら調査によって緊急ニーズの大部分は

把握されているといってもいいのではないかと考えられる。短期リハビリ計画の取りまとめは

約２か月という時間的な制約があることも考えると、本格調査にあたっては、一から調査をす

る必要はなく、むしろこれらの既存の調査を十分に活用することが肝要である。

　ただし、草の根レベルのものから、大きな投資額を要するものまで、様々なレベルのものが

混在しているものと考えられる。したがって、短期リハビリ計画は我が国が今後、無償資金協

力としての実施が妥当であるかという視点から、既存調査の内容を吟味して取りまとめていく

必要がある。また、スリランカ政府側としても、マルチドナーグループによる「ニーズアセス

メント調査」の結果は、開発援助問題小委員会（SIHRN）も含め関係者間で共有されるもので

あり、いわばオーソライズされるものと受け取っている。したがって、我が国による将来の案

件実施をスムーズに行うためにも、「ニーズアセスメント調査」に乗った形で、短期リハビリ

計画を取りまとめる必要がある。

　なお、ADBが当方の実施する短期リハビリ計画と「ニーズアセスメント調査」が重複してい

るのではないかと懸念を示すところがあったが、当方としては同調査の内容を踏まえ、我が国

の援助スキームに適合するようにカスタマイズするものであるとの説明をしたところ、了解を

得ている。

（2）緊急リハビリ事業

　緊急リハビリ事業の実施にあたっては、まず最初にSIHRNや当該Government Agent （GA）

等と十分な意思疎通を図って、何がどのように改善され、どのような裨益効果をもたらすもの

かを十分理解してもらっておく必要がある。この点があいまいであると、スリランカ側とは関

係ないところで、日本側が勝手に事業を進めているという見方をされてしまい、感謝されない

リハビリ事業となって、その実施意義が薄れてしまう。また、コロンボの中央政府側でも緊急

リハビリ事業内容の是非（案件対象、実施サイト）については、関係省庁間での十分な調整が

必要とのことであり、その調整期間は十分に考慮しておく必要がある。

　実際の施工にあたっては、労働力としては極力現地のタミル人をはじめとする人々を活用せ
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ねばならない。地元への経済効果、また言語の問題からもそうすべきであろう。ただし、技術

力があるとされる施工業者はジャフナにしかいないといわれており、各地で復興事業が行われ

るようになると、限られた業者の取り合いになる可能性が高い。また、特に東部州での施工

は、北部州での施工よりもその点でより困難な状況となるとみられる。この点については非常

に頭の痛いところであるが、技術指導に要する手間暇や、作業効率の悪さについては、それを

見込んで施工計画を立てる必要があり、そのことによって従来のスリランカでの同等の事業の

コストと比較して、多少割高、非効率になってもやむを得ない。

　なお、ADBよりは我が国によるリハビリ事業の実施によって、建設コストの高騰を懸念する

ので、NECORD事務局にあたって実施済み案件の積算資料等を踏まえ、当方のコストを検討し

てもらいたい旨の強い申し入れがあった。

（3）中期復興・開発計画

　これまでの各ドナー等の調査は、「とりあえず何が必要か」という視点に立った短期復興の

ニーズが中心となっている。しかしながら、それから一歩引いて、大きな枠組みのなかで北・

東部の発展を検討することも必要であろう。すなわち、スリランカ国全体の発展を考えるなか

で、北・東部の比較優位は何かを検討し、それを伸ばすために何を優先して実施することが必

要であるかを検討するものである。そして、そのなかで短期リハビリ計画の位置づけもより明

らかにしていくというものである。本調査では直接のターゲットとする地域は主に北・東部で

はあるが、その検討の過程において、他の地域がどうあるべきかも検討する必要があり、特に

貧困地帯でありシンハラ人が多数を占める南部地域をどのように位置づけるのかということで

もある。

（4）地域、民族間のバランス

　緊急リハビリ計画の策定及び緊急リハビリ事業の実施にあたって最大限考慮すべきことは、

北部と東部、また各民族（タミル、モスレム、シンハラ）に対して、極力同じように裨益させ

るようにバランスを取るということである。

　内戦での破壊の度合いが大きかったのは北部であり、ともすればそれに目を奪われてしまい

がちであるが、東部をないがしろにしてはならない。東部においては民族が混住していること

から、リハビリ事業の選定にあたっては、可能であれば民族の区別なくアクセスできる公共施

設を選定することが望ましいが、それは現実には困難かもしれない。その場合には、大きな事

業を１つ取り上げるよりも、規模は小さくとも数多くの事業を実施し、事業その効果が各民族

に平等に行き渡るように考慮すべきであろう。間違っても、日本が特定の民族だけに肩入れし

ているように見られることは避けなければならない。
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（5）北部と東部とのアプローチの違い

　北部は内戦の破壊が大きく、いわばマイナスの状態をいかに早くゼロにもっていくかが求め

られている。一方、東部においては破壊は大きくなく、20年来に及ぶ内戦のため必要な投資や

メンテナンスが行われてこなかったことによる、あらゆる面での施設の劣化、不良化が見られ

る。したがって、本格調査では北・東部に対して短期リハビリ計画と中期復興・開発計画を策

定するものであるが、北部では前者に、東部では後者に重きが置かれることとなる。

（6）スリランカ側の関係機関との関係

　北・東部の開発については、様々な機関が複雑に関係している。和平状態の急速な進展に

伴って、これら機関の業務の整理がついていない点がみられるが、存在する以上、これらの関

係機関をうまく構築していく必要がある。

1） 現地側関係機関、関係者

a） SIHRN

　実質的なC／Pである。設立されて日は浅いが、北・東部の開発に係る問題につい

ては、すべてここを通す仕組みが急速にできつつある。ただし、現時点では法律上で

規定された組織ではないため、法的な性格は極めてあいまいである。そのため、今回

の調査においてもミニッツや実施細則（S／W）の署名者にはしていない（SIHRAN

としては、実質的に事業が展開されればよいとして、署名にはこだわっていない）。し

かしながら、実質的なC／Pとして、調査の取り進め方や調査内容については、十分

に意思疎通を図っておく必要がある。

　なお、各DistrictにもSIHRNの下部組織としてDistrictレベルでのSub-SIHRNが組

織されている（政府側から３名、LTTE 側から３名の６名で構成されている）。各

Dist r ic t からあがるニーズや案件は Sub-SIHRN で取りまとめられ、キリノッチの

SIHRNにあげられて検討される仕組みとなっている。

b） GA（Government Agent）

　中央政府から任命されている地方行政官。各District に配置されている。地方行政

を総覧する立場にある（ただし、我が国の県知事とは違って、配下に地方公務員がい

るわけではなく、中央の出先機関を使って仕事をする）。今回の調査で面会した GA

（ジャフナ、キリノッチ、バティカロア）に関していえば、中央政府側の人間といえど

も、出身は地元のタミル人であり、LTTEとは敵対する関係ではなく、むしろ密接な

つながりをもっている（一説には、LTTEと協調できる人物でないと、その地位にと
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どまることはできないともいわれている）。また、Sub-SIHRNの一員である場合もあ

る。したがって、GAとの意思疎通も不可欠である。

2） 中央政府関係省庁

a） ３省〔復興・再定住・避難民問題省（3R省）、東部開発・モスレム問題省、ヴァン

ニ地域復興支援省〕

　いずれも2002年の停戦合意前に設立されたものであり、最近になってSIHRNが設

立されたため、業務の役割分担があいまいとなっている。また、この３省のなかでも、

3R省とヴァンニ地域復興支援省は共に活動地域を北部州としており、所掌範囲の境界

も不明確である。しかし、存在する中央政府の組織として、これら３省とのかかわり

で物事を進める必要がある。

　なお、最終的にS／Wやミニッツの署名者となり得るかについては、対外援助調整

局（ERD）によるスリランカ政府内での調整に委ねざるを得ない。

b） 関係の専門省庁

　保健省には、北・東部対策室が設けられており、元Director General がその任にあ

たっている。医療施設や医療従事者の現状等について、網羅的に把握しているとのこ

とである。各セクター別に関係省で同様な組織が設置されているか、確認する必要が

あろう。

（7）流動的な和平交渉

　スリランカ政府とLTTEとの和平交渉については、進行中のところであり、その結果がどの

ようになっていくかは予断を許さない。LTTEの武装解除などのハードコアの問題については

手が付いておらず、これらの点で交渉が停滞してしまうおそれもある。2003年２月にも東部州

沖合でLTTE側とみられる漁船が臨検を逃れるために自沈した（タミル側によると、政府側の

嫌がらせによるものとしている）ため、SIHRNの会合が延期される影響もあった。南部のシン

ハラ原理主義者による、和平反対の動きも伝えられている。また、大統領の出身党ではあるが

野党の統一国民党（UNP）が和平交渉に厳しい態度をとっているスリランカ人民解放戦線

（JVP）と連携を図り、総選挙での勝利を画策しているとの情報もある。

　一方で、停戦がなされても戦火を交えることはもうこりごりという雰囲気が双方にあり、ま

た、国際社会が監視しているなかで、完全に逆戻りすることは考えにくいという見方もある。

　現状では、沿岸部がハイセキュリティー・ゾーンであるとして、立入禁止や制限がかけられ

ているサイトが存在する。また、沖合漁業は禁止され沿岸漁業しか許されていない。これらは
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軍事的な観点から制限が加えられているものであり、和平交渉の進展によって大いに変わり得

る要素はある。しかし、あるいは全く変化がないかもしれない。

　このように、和平プロセスは微妙なバランスの上で成り立っていることを十分に認識したう

えで、本格調査では和平交渉の進展をにらみつつ、その枠内でできることは何かを、常に最新

の状況を基に検討していかねばならないことに留意する必要がある。
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